
安 全 ・ 安 心 の 医 療 ・ 介 護 実 現 の た め 医 師 ・ 看 護 師 ・ 介  護 職 員 な ど の 大 幅 増 員 と 夜 勤 改 善 を 求 め る 意 見 書   看 護 師 な ど の 労 働 時 間 は 、 業 務 の 特 性 に よ り 時 間 帯 で 必 要 な 人 員が 異 な る こ と に 加 え 、 多 く の 場 合 に 夜 勤 を 含 む ロ ー テ ー シ ョ ン に よる 交 代 制 勤 務 が 避 け ら れ な い 等 の 事 情 が あ り 、 長 時 間 勤 務 が 課 題 とな っ て い る 。  こ の よ う な 状 況 を 踏 ま え 、 厚 生 労 働 省 は 平 成 ２ ３ 年 ６ 月 に 「 看 護師 等 の 『 雇 用 の 質 』 の 向 上 の た め の 取 組 に つ い て 」 の 通 知 を 発 出 し 、そ の 中 で 「 看 護 師 等 の 勤 務 環 境 の 改 善 な く し て 、 持 続 可 能 な 医 療 提供 体 制 や 医 療 安 全 の 確 保 は 望 め な い 」 と し て い る 。  全 国 各 地 で 問 題 と な っ て い る 医 師 、 看 護 師 、 介 護 職 員 な ど の 深 刻な 人 手 不 足 は 、 東 日 本 大 震 災 で あ ら た め て 浮 き 彫 り に な っ た 。  安 全 ・ 安 心 の 医 療 ・ 介 護 を 実 現 す る た め に も 、 医 療 ・ 社 会 保 障 予算 を 増 や し 、 医 療 ・ 福 祉 の 現 場 の 労 働 環 境 を 改 善 す る こ と が 不 可 欠で あ る 。  よ っ て 、 国 に お い て は 、 次 の 措 置 を 講 ず る よ う 強 く 求 め る 。  １  看 護 師 な ど 夜 勤 交 代 制 労 働 者 の 労 働 時 間 を １ 日 ８ 時 間 、 週 ３ ２時 間 以 内 、 勤 務 間 隔 １ ２ 時 間 以 上 と し 、 労 働 環 境 を 改 善 す る こ と 。  ２  医 師 、 看 護 師 、 介 護 職 員 な ど を 大 幅 に 増 員 す る こ と 。  以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。     平 成 ２ ４ 年 １ ２ 月 １ ３ 日                三 浦 市 議 会 議 長  岩  野  匡  史   意 見 書 提 出 先  内 閣 総 理 大 臣 、 厚 生 労 働 大 臣 、 財 務 大 臣 、 総 務 大 臣  


